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増税に関する認知度調査 

「高額療養費制度の負担上限引上げ検討」が最多、 

次いで「106万円の壁撤廃」 

一方、「何も知らない」3割超も 
～ 登録者数100万人突破！YouTuber税理士が「ステルス増税と対抗策」を解説 ～ 

 

昨今の物価上昇に加えて、令和7年（2025年）度も税金や社会保険料の値上げが予定されています。そこで、登録者

数100万人超のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一は、20歳以上80歳未満の

男女全国900人を対象に「近年の多くの人に認識されにくい増税（ステルス増税）の認知度」についての意識調査を実施し

ました。 

 

■調査概要 

調査期間：2025年3月18日 

調査手法：インターネット調査 

調査対象：20歳以上80歳未満の男女全国 

サンプル数：900人（10歳刻みに各150人） 

調査機関：Freeasy 

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「脱・税理士スガワラくん 調べ」と必ずご明記ください。 
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■調査結果 

20歳以上80歳未満の男女に「近年の増税で認識しているものは何か？」と尋ねたところ、4割超（44.7％）が「高額療養費

制度負担上限額引上げの見直し検討」（44.7％）と答え最多となり、次いで「2026年10月から『106万円の壁』撤廃」

（29.6%）、「退職金税制の見直し検討」（23.7％）、「2024年度から65歳以上の介護保険料増額」（21.8％）、「2024

年度から後期高齢者医療保険料増額」（19.8％）となりました。高額療養費制度負担上限額引上げは、最近ニュース等で多く

取り上げられていたため、比較的認知度が高い結果になったと考えられます。一方、「知っているものはない」と答えた人は3割超

（32.6％）もいました。 

 

■税理士・菅原由一が解説！「ステルス増税で負担増。手取りがどんどん減少するわけとその対抗策」 

昨年、住民税が1,000円上がったことをご存じでしょうか？このように、気づかない程少額の増税や社会保険料の増額、「○○支

援金」などのように「税」という字が入っていないために税金とは気づきにくい増税が存在し、それによって国民の負担が増加していま

す。このように、多くの人が認識していない増税は、通称「ステルス増税」と呼ばれています。 

国民民主党が、年収の壁を引き上げて非課税枠を増やし、「手取りを増やす」と言っていますが、他で徴収される部分が増えてい

るため、手取りは増えません。手取りの減少を年収の壁を引き上げることで、若干戻している程度です。そのため、全体の流れを見る

と手取りは減少していることが明らかです。 

そこで、今回は「近年のステルス増税とその対抗策」について解説します。 

 

●ステルス増税 

2024年の増税一覧 

・住民税 

住民税に森林環境税が年額1,000円課税されたため、住民税が一律1,000円増税。 
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・相続税 

生前贈与の相続税への加算対象期間が3年以内から7年以内に延長。 

・介護保険料 

65歳以上の介護保険料が月額200円（年間2,400円）増額。 

・後期高齢者医療保険料 

75歳以上が対象の後期高齢者医療保険料が月額約500円程度増額。 

 

2026年以降の増税一覧 

・子ども・子育て支援金（通称「独身税」） 

税金とも社会保険料とも言わず、「子ども・子育て支援金」という名目で、社会保険料に月額1,000円（※1）程度上乗せ。 

（※1）年収に応じて変動。 

・たばこ税 

2026年4月から加熱式を1箱数十円程度引き上げ、さらに加熱式・紙巻きともに段階的に1箱30円程度引き上げ。 

・復興特別所得税 

復興支援のため、所得税額に2.1%上乗せされている「復興特別所得税」の課税期間が2037年まで延長。延長にあわせて「復

興特別所得税」は1%引き下げられる。同時に、所得税額に1%を上乗せする防衛費用「防衛特別所得税（仮称）」を新たに導

入。 

 

増額検討一覧 

・高額療養費制度 

高齢化や高額医療費の支給増により医療保険料の財政が悪化したため、2025年8月から患者の負担上限額の引き上げを予

定していたが、反対の声により見送り。 

・走行距離税 

電気自動車の普及によってガソリン税の税収減が懸念されているため、車の走行距離に応じて税金が課税される「走行距離税」

も検討。 

・通勤手当 

現在、月最大15万円までは非課税の通勤手当も課税にするか検討。 

・退職金税制 

退職金に対する所得税は現在、退職金支給額から退職所得控除額を引いた額の2分の1に対して所得税を課す仕組みだが、

勤続20年を超えると退職所得控除額が大きくなるため、政府・与党が制度の見直しを検討。 

・社会保険料 

2026年10月から「106万円の壁」が撤廃され、週20時間以上働く人も社会保険加入の対象となる。 

さらに、第3号被保険者（厚生年金に加入している人の扶養となっている配偶者）にも社会保険料を課税しようとする方針あ

り。 

 

増税ラッシュが続いており、税制改正は常に増税に繋がる傾向があります。 

ステルス増税の悪いところは、税金ではない名目で税金を引き上げてくることです。政府は、今回の年収の壁についても「手取りが

増える」と言っていますが、社会保険料のことは言及していません。「～料」「～支援金」などではなく、すべて「～税」という表記にしてく

れれば、増税なのか減税なのかわかりやすくなります。 
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●国民ができる対抗策 

政府は、国民生活への負担が少ないよう、まず少額で導入し、徐々に課税額を引き上げていくというパターンで増税することが多い

です。その最たる例が消費税です。導入時は3％でしたが、今では10％と3倍以上です。昨年導入された「森林環境税」も現在は

年間1,000円ですが、2,000円、3,000円と徐々に上がっていく可能性も否めません。 

私たち国民は、税制改正に注視し、現政府および与党の動向を知り、選挙で意思表示を行うことが重要です。情報収集し、選

挙で意思表示をすることで、自分たちの可処分所得（手取り）を増やしていけたらと思います。皆さん、選挙に行きましょう。 

 

■菅原 由一プロフィール 

1975年、三重県生まれ。東京都在住。お客様の85％を黒字

に導く節税と資金繰りの専門家。 

2022年12月に開設したYouTubeチャンネル『脱・税理士スガ

ワラくん』は、チャンネル開設から2年で登録者数90万人を突破。

ブログ 『脱！税理士 菅原のお金を増やす経営術！』は全国税理

士ブログランキング第1位を獲得し、アメブロ【公式】トップブロガーに

選任。 

講演実績は、Google、アパホテル、リコージャパン、ロバートキヨ

サキなど上場企業、外資系企業も含め1,000回を超え、各メディ

アからの取材も多数受ける。 

書籍『究極の資金繰り』『激レア資金繰りテクニック50』（共に幻冬舎）は、累計3.7万部のベストセラーとなる。2024年2月

22日に『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』を発売。刊行から9か月で累計発行

部数10万部を突破。 

ブログ：https://ameblo.jp/sannet/ 

YouTube：https://www.youtube.com/@datu-sugawara 

X：https://mobile.twitter.com/sugawara11 

Instagram：https://www.instagram.com/sugawara.smg 

Threads：https://threads.net/@sugawara.smg 

TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSexq2jCP/ 

Facebook：https://www.facebook.com/yuichi.sugawara.5 

 

■会社概要 

商号：株式会社スガワラくん 

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F 

代表者：代表取締役 堀江 芳紀 

設立年月日：2023年11月8日 

資本金：1,000,000円 

事業内容：セミナーの運営、YouTube、広告、コンサルティング 

URL：https://sugawarakun.com/ 
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